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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づく専地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づく専地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づく専地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づく専

決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分をしたので、同条第２項の規定

により報告する。により報告する。により報告する。により報告する。
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（産業環境部関係）

１ 専 決 年 月 日 令和４年６月３日

相 手 方 株式会社アークワイズ

損害賠償の額 ７００，０００円

令和４年２月２１日午前６時頃、豊川市川花町３丁目

５１番１の駐車場において、ごみ集積場に設置されて

概 要 いた資源ごみ収集用のかごが風により飛び相手方の所

有する自動車に当たり、当該自動車の一部が破損し

た。

別紙


